
  

一 

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
に
次
の
七
項
を
加
え
る
。 

９ 

総
務
大
臣
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
競

争
に
よ
り
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
免
許
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

前
項
の
総
務
省
令
は
、
電
波
の
需
給
の
ひ
つ
迫
の
程
度
、
公
益
上
の
必
要
性
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

 

第
九
項
の
競
争
へ
の
参
加
の
申
請
は
、
総
務
大
臣
が
公
示
す
る
期
間
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
第
八
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

前
項
の
申
請
を
し
た
者
の
数
が
第
九
項
の
競
争
に
よ
り
選
定
し
よ
う
と
す
る
者
の
数
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
競

争
は
、
行
わ
な
い
。 

 

第
九
項
の
競
争
は
、
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
使
用
で
き
る
周
波
数
の
電
波
の
経
済
的
価
値
に
相
当
す
る

金
額
に
つ
い
て
、
競
り
の
方
法
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 



 

二 

 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
項
の
競
争
に
参
加
す
る
者
に
係
る
保
証
金
の
納
付
及
び
返
還
そ
の
他
そ
の
競
争
の

実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

 

第
九
項
の
競
争
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
者
が
行
う
第
一
項
又
は
第
二
項
の
免
許
の
申
請
（
当
該
競
争
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
七
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。 

２ 

第
六
条
第
九
項
の
競
争
を
経
て
与
え
ら
れ
る
免
許
又
は
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
の
競
争
を
経
て
同
条
第
一
項
の
認
定

を
受
け
た
第
二
十
七
条
の
十
四
第
三
項
の
認
定
開
設
者
が
同
項
の
認
定
計
画
に
従
つ
て
開
設
す
る
特
定
基
地
局
の
免
許
の
有

効
期
間
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
」
を
「
第
二
十
七
条
の
十
三
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
三
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
特
定
無
線
局
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

競
争
に
よ
り
、
第
一
項
の
免
許
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。 



  

三 

４ 

第
六
条
第
十
項
の
規
定
は
前
項
の
総
務
省
令
に
つ
い
て
、
同
条
第
十
一
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
の
規
定
は
前
項
の
競
争
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
十
五
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
七
条
の

三
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
五
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
の
競
争
を
経
て
与
え
ら
れ
る
包
括
免
許
又
は
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
の
競
争
を
経
て
同
条

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
第
二
十
七
条
の
十
四
第
三
項
の
認
定
開
設
者
が
同
項
の
認
定
計
画
に
従
つ
て
開
設
す
る
特
定
基
地

局
に
係
る
包
括
免
許
の
有
効
期
間
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
総
務
省

令
で
定
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
中
「
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
八
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第

八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
四
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
三
項
の
次

に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
特
定
基
地
局
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

競
争
に
よ
り
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。 



 

四 

５ 

前
項
の
競
争
へ
の
参
加
の
申
請
は
、
総
務
大
臣
が
公
示
す
る
一
月
を
下
ら
な
い
期
間
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 
第
六
条
第
十
項
の
規
定
は
第
四
項
の
総
務
省
令
に
つ
い
て
、
同
条
第
十
二
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
第
四
項
の
競

争
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
十
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
七
条
の
十
三
第
五

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

第
四
項
の
競
争
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
者
が
行
う
第
一
項
の
認
定
の
申
請
（
当
該
競
争
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

は
、
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

第
二
十
七
条
の
十
四
第
二
項
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
八
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
前
条
第
七
項
」
を
「
前
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
十
六
中
「
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
二
十
七
条
の
十
三
第
八
項
及
び
第
九
項
」
に

改
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
十
七
の
見
出
し
中
「
免
許
申
請
期
間
」
を
「
免
許
申
請
期
間
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
六
条
第
七
項
」
の

下
に
「
及
び
第
九
項
並
び
に
第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

 

第
九
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
中
「
免
許
申
請
期
間
）
」
の
下
に
「
、
同
条
第
九
項
（
免
許
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で



  

五 

き
る
者
の
競
争
に
よ
る
選
定
）
、
同
条
第
十
四
項
（
第
二
十
七
条
の
三
第
四
項
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
（
競
争
の
実
施
）
」
を
、
「
第
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
、
「
特
定
無
線

局
）
」
の
下
に
「
、
第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
（
包
括
免
許
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の
競
争
に
よ
る
選
定
）
」
を
、

「
第
二
十
七
条
の
五
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、
「
第
二
十
七
条
の
十
三
第
六
項
」
を
「
第
二
十
七
条
の
十

三
第
四
項
（
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の
競
争
に
よ
る
選
定
）
、
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一
の
二 

第
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
競
争
に
参
加
す
る
者 

 

第
百
三
条
第
一
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

六
の
二 

第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
競
争
に
参
加
す
る
者 

 

第
百
三
条
第
一
項
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七
の
二 

第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
競
争
に
参
加
す
る
者 

 

第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
中
「
受
け
た
無
線
局
の
免
許
人
」
の
下
に
「
、
第
六
条
第
九
項
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
三
第
三

項
の
競
争
を
経
て
免
許
を
受
け
た
無
線
局
の
免
許
人
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
の
競
争
を
経
て
同
条
第
一
項
の
認



 

六 

定
を
受
け
た
認
定
開
設
者
が
認
定
計
画
に
従
つ
て
開
設
し
た
特
定
基
地
局
の
免
許
人
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
三
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
競
落
金
の
徴
収
等
） 

第
百
三
条
の
三
の
二 

第
六
条
第
九
項
又
は
第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
の
競
争
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
者
が
免
許
を
受
け
る
と
き

は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
競
争
に
係
る
競
落
額
に
相
当
す
る
金
額
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
選
定
さ
れ
た
者
に
係
る
第
六
条
第
十
四
項
（
第
二
十
七
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
保
証
金
に
相
当
す
る
金
額
は
、
当
該
競
落
額
に
相
当
す
る
金
額
の
内
払
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
前
段
に
規
定
す
る
選
定
さ
れ
た
者
が
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
免
許
の
申

請
を
し
た
後
当
該
免
許
を
与
え
ら
れ
な
い
と
き
は
、
当
該
選
定
さ
れ
た
者
に
係
る
前
項
後
段
に
規
定
す
る
保
証
金
に
相
当
す

る
金
額
の
返
還
を
国
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
の
競
争
を
経
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
認
定
開
設
者
が
認
定
計
画
に
従
つ
て
最
初
に

開
設
す
る
特
定
基
地
局
の
免
許
を
受
け
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
競
争
に
係
る
競
落
額
に
相
当
す

る
金
額
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
認
定
開
設
者
に
係
る
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準



  

七 

用
す
る
第
六
条
第
十
四
項
の
保
証
金
に
相
当
す
る
金
額
は
、
当
該
競
落
額
に
相
当
す
る
金
額
の
内
払
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。 

４ 

前
項
前
段
に
規
定
す
る
競
争
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
者
が
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
し
た
後
当
該
認
定

を
受
け
ら
れ
な
い
と
き
は
、
当
該
選
定
さ
れ
た
者
に
係
る
前
項
後
段
に
規
定
す
る
保
証
金
に
相
当
す
る
金
額
の
返
還
を
国
に

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
百
九
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

第
百
九
条
の
四 

偽
計
又
は
威
力
を
用
い
て
、
第
六
条
第
九
項
、
第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
又
は
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項

の
競
争
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
周
波
数
競
争
」
と
い
う
。
）
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の

懲
役
若
し
く
は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

２ 

周
波
数
競
争
に
つ
き
、
公
正
な
価
額
を
害
し
又
は
不
正
な
利
益
を
得
る
目
的
で
、
談
合
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 

第
百
九
条
の
五 

国
の
職
員
が
、
周
波
数
競
争
に
関
し
、
そ
の
職
務
に
反
し
、
当
該
周
波
数
競
争
に
参
加
す
る
者
に
談
合
を
唆

す
こ
と
、
当
該
周
波
数
競
争
に
参
加
す
る
者
に
当
該
周
波
数
競
争
に
関
す
る
秘
密
を
教
示
す
る
こ
と
又
は
そ
の
他
の
方
法
に

よ
り
、
当
該
周
波
数
競
争
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
行
つ
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
罰



 

八 

金
に
処
す
る
。 

 

第
百
十
四
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一 

第
百
九
条
の
四 

二
億
円
以
下
の
罰
金
刑 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
電
波
監
理
審
議
会
へ
の
諮
問
） 

２ 

総
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
電
波
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
九
項
、
同
条
第
十
四
項
（
新
法
第
二
十
七
条
の
三
第
四
項
及
び
新
法
第
二
十
七
条
の
十
三

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
法
第
十
三
条
第
二
項
、
新
法
第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
、
新
法
第
二
十

七
条
の
五
第
四
項
又
は
新
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
省
令
の
制
定
の
た
め
に
、
電
波
監
理
審
議
会

に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



  

九 

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
） 

３ 
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 





  

一
一 

理 

由 

 

電
波
の
有
効
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
の
免
許
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
特
定
基
地
局
の
開
設

計
画
の
認
定
に
つ
い
て
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
競
争
に
よ
り
選
定
す
る
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


